
 

 

 

 

 

 

 2025 年 2 月 28 日(金)より以下の通り、各種カード会員規約を一部改定させていただきますので 

ご案内申し上げます。 

 

※赤字部分が改定または追記となった箇所です。 

※一部規約によって条項番号が異なる場合や表現が異なる場合がございます。 

 

＜カード会員規約新旧対照表＞ 

改定箇所のみ抜粋(句読点や「てにをは」等の軽微な修正は除きます。) 

 

現状 改定後 

第 2 条（カードの貸与と有効期限） 

（略） 

❼カードの有効期限は当行が指定するものとし、カード券面に

表示された月の末日までとします。 

 

 

 

 

 

 

 

❽有効期限が到来するときその他当行が必要と認めるときに

おいて、会員から脱会等の申出がなく、当行が引き続き会員と

して認める場合は、有効期限を更新した新しいカード（以下「更

新カード」といいます。）を発行し、貸与します。 

 

第 2 条（カードの貸与と有効期限） 

（略） 

❼有効期限が到来するときその他当行が必要と認めるときにお

いて、会員から脱会等の申出がなく、当行が引き続き会員として

認める場合は、有効期限を更新した新しいカード（以下「更新カ

ード」といいます。）を発行し、貸与します。 

但し、会員の利用状況等により、有効期限を更新し、かつカード

番号を再発行するものの更新カードは発行しない場合がありま

す。 

 

 

❽カードの有効期限は当行が指定するものとし、カード券面に表

示され、あるいは当行所定のアプリケーション上に表示された月

の末日までとします。 

但し、保有するカードによってはアプリケーション上に表示され

ない場合があります。 

 

※以下のカードは規約改定の対象外となります。 

イオンカードセレクト、イオンカードセレクト（ミニオンズ）、イオンカードセレクト（トイ・ストーリー） 

イオンカードセレクト（ミッキーマウスデザイン）、イオンセレクトクラブ、イオンデビットカード、 

イオン銀行キャッシュ+デビット、新潟県職員生活共同組合員証カード、 

イオンマイスターカード、ホーマックプロカード、イオンコーポレートカード、 

イオン社員カード、コミュニティ社員カード、フレックスカード会員規約（セレクト用） 
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